
 

 

 

 

 

 

 

 

 

石川県道路啓開計画策定協議会の設立について 

 

１ 目  的 

石川県地域防災計画で想定している大規模地震災害の発災時において、道

路啓開の実効性向上を図ることを目的として、道路法第２２条の３に基づく

「道路啓開計画」の策定に向けて、各道路管理者や警察・消防、関係団体等

と連携し、石川県の道路啓開計画策定のため「石川県道路啓開計画策定協議

会」を設立する。 

 

２ 開催日時 

令和８年５月１９日（火）１４：００～１５：３０  

  

３ 場  所 

対面・Web 併用による開催 

会場：石川県県央土木総合事務所 ４０１会議室 

（金沢市直江南２丁目１番地）  

 

４ 議  事 

  ① 協議会規約（案） 

② 能登半島地震における啓開状況と課題 

③ 北陸圏域道路啓開計画の概要 

  ④ 今後の進め方 

 

 

 

 

 

 

○協議会の取材等について 

・協議会の議事は非公開としますが、冒頭のみ会場にてカメラ撮影が可能です。 

・カメラ撮影を希望される方は、当日開始 15 分前までに直接会場受付にお越しください。 

令和８年５月 1５日 

石川県土木部道路整備課 

担当：前田、高柳 

TEL：076-225-1726（内線 5071、5073） 

金沢河川国道事務所 道路管理第一課 

担当：小川、日比野 

TEL：076-264-9917 


